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〓活動報告〓 

 

 

 

 

 

◇日  時  ８月２３日（月）１０：００～１１：００ 

◇場  所  （一社）山梨県自動車整備振興会 会議室 

◇出 席 者    坂本委員長、大田原副委員長、水石委員、高石委員、藤井委員、相馬委員、 

大久保委員 

事務局：石原専務理事、遠藤常務理事、山下指導教育部長、名取指導課長、 

輿水教育課長 

       （株）アドブレーン社：藤井営業１部副部長 

◇会議事項   （１）点検整備推進Ｗｅｂキャンペーンついて 

令和３年１０月１日（金）～１０月３１日（日） 

          （２）「子ども１１０番のお店」看板作成について 

（３）報告事項 

   ・特定整備制度各種講習の実施状況 

   ・特定整備変更(新規)申請事業場数 

（４）その他 

 

〓お知らせ〓 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種会議の概要について 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」 ８月分当選発表 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

有泉自動車(株) 788 甲府東 オートショップ渡辺 1197 南巨摩北

（有）大木自動車 922 甲府西 岩下自動車整備工場 552 東八

深沢自動車整備工場 288 甲府南 米山自動車工場 629 東八

朝川オートサービス 1158 甲府南 GARAGE MISAKA 1396 東八

（有）塩部モータース 189 甲府北 根津自動車工業（株） 548 日下部

（有）カ―サ―ビス五味 1106 甲府北 三富自動車工業 782 日下部

山崎自動車整備工場 157 峡北 荻本自動車整備工場 1036 日下部

（有）小沢自動車 514 韮崎 森山自工 842 塩山

ボディーショップフカサワ 986 韮崎 岳麓マツダ自動車（株） 292 岳麓

井上モータース 355 南アルプス南 東信自動車整備工場 314 岳麓

（有）堀田自動車工場 669 南アルプス北 三浦自動車 955 岳麓

（株）杉野ホンダ販売 324 市川 宝興自動車整備 1008 大月

（株）稲葉工業 63 南巨摩南 平井自動車整備工場 573 都留

中込モータース 364 南巨摩北 （有）赤坂オートサービス 893 都留

中富自動車整備工場 682 南巨摩北 志村自動車整備工場 894 都留

経 営 委 員 会  
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   自動車点検基準の一部改正（令和２年２月６日公布）に伴い、本年１０月１日より、１年ごとの法定定期

点検に「車載式故障診断装置の診断の結果」の点検項目が追加されることはご承知のとおりですが、 

  今般、一般社団法人日本自動車工業会（自工会）より、保安基準で定められた警告灯（自動車メーカー

共通）に加え、自動車メーカーより意匠が異なる「自動命令型操舵機能」、「衝突被害軽減制動制御装

置」の警告灯（例）の提供がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月施行「点検基準の改正」に係る 

点検の対象となる警告灯について 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

令和３年９月２１日（火）から３０日（木）までの１０日間、「秋の全国交通安全運動」が実施

されます。各事業場においても、交通事故防止の徹底が図られますようご協力をお願いします。 

 

運動期間 

令和３年９月２１日（火）～３０日（木）までの１０日間 

※交通事故死ゼロを目指す日 ９月３０日（木） 

 

運動のスローガン 

  「守るのは マナーと家族と 君の明日」 

 

運動の重点 

（１）子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

（２）夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上 

（３）自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 

（４）飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

（５）二輪車の交通事故防止（本県重点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

認証工場を対象とする標記定期校正を、通達に基づき下記により実施致します。 

また、該当支部の事業場（認証工場）には追ってご案内いたしますが、あらかじめご承知置き下さい。 

 

支  部 実  施  日  実 施 場 所  時   間 

大   月 9 月 22 日（水）  小 林 自 動 車 整 備 工 場  10：00～16：00 

甲 府 西 9 月 28 日（火）  西甲府自動車整備協業組合  9：30～16：00 

甲 府 西 9 月 30 日（木）  西甲府自動車整備協業組合  9：30～16：00 

東    八 令和 4 年 1 月 18 日（火）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

東    八  1 月 19 日（水）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

東    八  1 月 21 日（金）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

甲 府 東  1 月 26 日（水）  振 興 会  実 習 場  9：00～16：00 

南巨摩南  2 月 2 日（水）  各 事 業 場 巡 回  10：00～16：00 

上 野 原  2 月 16 日（水）  各 事 業 場 巡 回  10：30～15：00 

令和３年度 ＣＯ・ＨＣ測定器定期校正の実施計画について 

令和３年 秋の全国交通安全運動の実施について 
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国土交通省より９、１０月の２ヶ月間を重点期間として、「自動車点検整備推進運動」を全国的

に展開する旨の通知がありましたのでお知らせします。 

 

令和３年度「自動車点検整備推進運動」実施要領 抜粋 

【目的】 

 自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なもの

となっている。  

一方、昨年の交通事故による死者数は2,839人、負傷者数は37万人と年々減少しているものの、

依然として多くの方が被害に遭われている厳しい状況が続いている。  

このような状況の中、大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発し深

刻な状況となっており、バスについては、車齢の高い車両も数多く使用されているという現実の中

で、火災事故も目立ってきていることをはじめ、車体フレーム腐食による事故などの自動車の不具

合による事故が発生しているところである。  

また、今や国産メーカーの製造する乗用車の約9割に衝突被害軽減ブレーキが搭載されるなど、

先進安全技術を搭載した自動車が急増している。これらの自動車には、カメラ、センサーなど数多

くの電子装置が搭載されているが、使用中の故障や不具合が発生し、予期せぬ事故やトラブルにつ

ながった事例があることに留意する必要がある。  

これらを踏まえ、車両の安全確保のためには予防的な点検・整備を確実に行うことが、ますます

重要となる。  

また、環境面においても、排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が重要である。  

本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的とし

て、自動車の点検・整備の実施が義務付けられているが、そのことが自動車ユーザーに十分理解さ

れておらず、その実施状況は乗用車で6割程度に留まるなど、決して十分な状況とは言えない。  

また、大型車については、使用状況の過酷さ及び事故時の影響の大きさ等に鑑みれば、車両火災事

故、車輪脱落事故及び車体フレーム腐食による事故を防止するための重点的な点検の実施等の取り

組みも必要である。  

 以上のことから、「不正改造車を排除する運動」など他の運動等との連携を図った相乗効果を

ねらいつつ、自動車関係団体等の協力を得て、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開するこ

とにより、自動車ユーザーに点検・整備の必要性や重要性を理解してもらうとともに、大型車ユー

ザーにあっては、車両火災の発生部位となっている燃料装置や電気配線等の装置、ホイールの取付

け状態、車体フレームの腐食状態等について、より確実な点検・整備の実施を求めることとする。 

 

【重点項目】 

(1) 点検・整備の必要性や重要性の啓発（女性や10代から30代の若者世代の自動車ユーザーに重点

を置く。）  

(2) 大型車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発 

(3) 令和 3 年 10 月から始まる新点検項目「車載式故障診断装置の診断の結果」の実施についての

周知・啓発 

 

 

 

 

自動車点検整備推進運動の実施について 
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 今般、国土交通省より、令和２年４月からの特定整備制度の施行に伴い、「指定自動車整備事業

点検表」を改正した旨、通知がありましたのでお知らせするとともに、振興会ホームページより次

の手順で当該点検表のデータが、ダウンロード可能となっておりますのでご活用ください。 

 

手順：『振興会ホームページトップページ』➡『会員ページ』➡『振興会からのお知らせ』 

➡『特定整備制度の施行に伴う指定自動車整備事業点検表ダウンロード』 

 

※参考 新旧指定自動車整備事業点検表比較 

 

【旧】点検表                   【新】点検表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定整備制度の施行に伴う指定自動車整備事業点検表の 

改正について（指定工場の皆様へ） 
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衝突被害軽減ブレーキ等の自動運転技術については、近年、軽自動車を含む幅広い車両への搭

載が進んでおります。これらの技術は、交通事故の防止に大きな効果が期待される一方、故障時

には誤作動等により事故につながる恐れがあることから、使用時においても、確実に機能維持を

図ることが重要です。 

このため、下図のスケジュール及び流れで自動車の検査（車検）において、自動ブレーキ等の

自動運転技術等に用いる電子制御装置の目に見えない故障に対応するための電子的な検査（ＯＢ

Ｄ検査）を開始することとしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＢＤ検査の概要について 
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 国土交通省及び独立行政法人自動車技術総合機構より、令和３年１０月１日より以下の通り自動車

の検査の際に支払う法定手数料が変更となる旨、通知がありましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車検査の法定手数料変更のお知らせ 
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整備事業者がリコール情報を確認する方法として、各自動車メーカーのホームページにアクセス

し、車台番号等を入力することにより行っていますが、車両により異なるホームページにアクセス

しなければならないなど煩雑であることから、国土交通省並びに日本自動車整備振興会連合会（日

整連）ではリコール検索システムを展開しております。 

 入庫車両のリコール状況を確認する手段として標記検索システムのご利用をお勧めします。 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                   

①振興会ホームページ会員ページへ             ②「国土交通省リコール情報」 

 （ユーザー名 ams  パスワード amskaiin）            ボタンをクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「リコール情報検索」ボタンをクリックし、 

  検索画面で車名、型式、届出日等を入力し 

  「検索」ボタンをクリック 

 

リコール検索システム（国土交通省） (振興会ホームページからリンク) 

リコール検索システムをご利用ください 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①日整連ホームページ下段へ 

 

 

②「リコール情報検索」ボタンをクリック 

 

 

 

 

③メーカーを選択し、車台番号全桁を半角 

 大文字で入力し、「検索する」ボタンを 

 クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システム（日整連） https://www.jaspa.or.jp/ 
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国土交通省ホームページに特定整備事業関係情報の専用ページ「自動車特定整備事業について」が開

設され、同ページにおいて、電子制御装置整備の対象車両及び整備用スキャンツールの情報等が掲載さ

れましたのでお知らせします。 

なお、上記 対象車両及び整備用スキャンツールリストは随時更新されますので、ご留意下さい。 

国土交通省ホームページ「自動車特定整備事業について」 

自動車⇒◆自動車整備事業⇒自動車特定整備事業について 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール検索システムをご利用ください 

自動車特定整備事業に係る国土交通省ホームページ掲載のお知らせ 


